
1 

 

カートライセンス発給規定  

下線：変更箇所 

改定後 現行規定 

第 1 章 総則 

第１条～第５条 （略） 

  

表１ 

ライセンス種別 有効な車両のクラス、競技会 

ジュニア B（8 歳

～11歳まで） 

（略） 

ジュニアB（12歳

～14歳まで） 

（略） 

ジュニアA （略） 

国際G ＣＩＫ−ＦＩＡ公認のジュニア国際競技、およびすべての国内以下の競技会。（ギア

ボックス無のカテゴリー） 

※日本ｶｰﾄ選手権競技会については、別途定める日本ｶｰﾄ選手権規定が適用される。 

国際F ジュニアカテゴリーを除くＣＩＫ−ＦＩＡ公認の国際競技（ギアボックス無のカテ

ゴリー）、およびすべての国内以下の競技会（ギアボックス無のカテゴリー）。 

※日本ｶｰﾄ選手権競技会については、別途定める日本ｶｰﾄ選手権規定が適用される。 

国内B 準国内以下の競技会。 

※日本ｶｰﾄ選手権競技会については、別途定める日本ｶｰﾄ選手権規定が適用される。 

国内A （略） 

国際E ＣＩＫ−ＦＩＡグループ１＆２選手権、カップ、トロフィーおよびＣＩＫ−ＦＩＡ

グループ１＆２国際競技。すべての国内以下の競技会。 

 

第 1 章 総則 

第１条～第５条 （略） 

 

表１ 

ライセンス種別 有効な車両のクラス、競技会 

ジュニア B（8 歳

～11歳まで） 

（略） 

ジュニアB（12歳

～14歳まで） 

（略） 

ジュニアA （略） 

国際C ジュニア ＣＩＫ−ＦＩＡ公認のジュニア国際競技、およびすべての国内以下の競技会。（ギア

ボックス無のカテゴリー） 

※日本ｶｰﾄ選手権競技会については、別途定める日本ｶｰﾄ選手権規定が適用される。 

国際Cリストリク

ティッド 

ジュニアカテゴリーを除くＣＩＫ−ＦＩＡ公認の国際競技（ギアボックス無のカテ

ゴリー）、およびすべての国内以下の競技会（ギアボックス無のカテゴリー）。 

※日本ｶｰﾄ選手権競技会については、別途定める日本ｶｰﾄ選手権規定が適用される。 

国内B 準国内以下の競技会。 

 

国内A （略） 

国際Cセニアおよ

び国際B 

ＣＩＫ−ＦＩＡグループ１＆２選手権、カップ、トロフィーおよびＣＩＫ−ＦＩＡ

グループ１＆２国際競技。すべての国内以下の競技会。 

国際A ＣＩＫ−ＦＩＡグループ１＆２選手権、カップ、トロフィーおよびＣＩＫ−ＦＩＡ
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ｺﾞｰｶｰﾄﾗｲｾﾝｽ 別途定める。 

 

第６条 ドライバーライセンスの年齢別発給 

  ライセンスの種別により次の通り発給年齢を区分する。 

 ライセンスの発給申請を行う際には、年齢（生年月日）を証明できる公的機関

が発行する書類を提示すること。 

 １．～２．（略） 

 ３．国際 G ライセンスは、１２歳（１２歳の誕生日を迎える当該年）から１４

歳未満の者に発給する。 

４．国際 F ライセンスは、１４歳（１４歳の誕生日を迎える当該年）から１５

歳未満の者に発給する。 

 ５．国際 E ライセンスおよびカート国内Ａ、Ｂライセンスは、１５歳（１５歳

の誕生日を迎える当該年）以上の者に発給する。 

 

第７条 カートドライバーライセンスの新規申請 

 １．新たにドライバーライセンスを取得しようとする者は、次の条件のいずれか

１つを満たさなければならない。 

１）～３）（略） 

  ４）自動車競技運転者許可証の所持者は次の通り同一年または翌年のカート

ドライバーライセンスの資格を申請できる。 

    ＪＡＦは申請に基づき、審査のうえ、当該申請者に対し次の通りライセン

スを発給することができる。 

   国内競技運転者許可証Ａ → カートドライバーライセンス国内Ａ以下 

   国際競技運転者許可証Ｃ−Ｃ、Ｃ−Ｒ以上 → 国際 E 以下 

グループ１＆２国際競技。すべての国内以下の競技会。 

 

 

第６条 ドライバーライセンスの年齢別発給 

  ライセンスの種別により次の通り発給年齢を区分する。 

  ライセンスの発給申請を行う際には、年齢（生年月日）を証明できる公的機関

が発行する書類を提示すること。 

 １．～２．（略） 

 ３．国際Ｃジュニアライセンスは、１２歳（１２歳の誕生日を迎える当該年）か

ら１４歳未満の者に発給する。 

４．国際Ｃリストリクティッドライセンスは、１４歳（１４歳の誕生日を迎える

当該年）から１５歳未満の者に発給する。 

 ５．カート国際Ａ、Ｂ、Ｃセニアライセンスおよびカート国内Ａ、Ｂライセンス

は、１５歳（１５歳の誕生日を迎える当該年）以上の者に発給する。 

 

第７条 カートドライバーライセンスの新規申請 

 １．新たにドライバーライセンスを取得しようとする者は、次の条件のいずれか

１つを満たさなければならない。 

１）～３）（略） 

  ４）自動車競技運転者許可証の所持者は次の通り同一年または翌年のカート

ドライバーライセンスの資格を申請できる。 

    ＪＡＦは申請に基づき、審査のうえ、当該申請者に対し次の通りライセン

スを発給することができる。 

   国内競技運転者許可証Ａ → カートドライバーライセンス国内Ａ以下 

   国際競技運転者許可証Ｃ以上→カートドライバーライセンス国際Ｂ以下 
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 ※カート国際ドライバーライセンス所持者は、ＪＡＦ国内競技規則細則・ＪＡＦ

スポーツ資格登録規定に従い、次の通り自動車競技運転者許可証の資格を申

請できる。 

   国際 E ライセンスの所持者は、同一年または翌年の競技運転者許可証国内

Ａ以下の許可証を申請できる。 

５）国際競技運転者許可証の新規申請を行う者は、ライセンスの種別ごとに

定められている、ＦＩＡ e ラーニングによる安全講習を受けなければ

ならない。 

２．～３．（略） 

 

第８条 年令制限の解除による更新 

 １．（略） 

 ２．国際 G から国際 F へは、当該年に 14 歳の誕生日を迎える場合、１月以降

に発給することができる。 

なお、国際 G ドライバーライセンスは 14 歳に達した年の年末まで有効で

ある。 

 ３．国際 F（または国際G）から国際 Eへは、当該年に 15 歳の誕生日を迎える

場合、１月以降に発給することができる。 

 

なお、国際 F ドライバーライセンスは 15 歳に達した年の年末まで有効であ

る。 

 ４．更新申請は所定の書式により行なう。 

 

第９条 カートドライバーライセンスの上級申請 

カートドライバーライセンスの上級申請は、次の条件を満たした者でなけれ

ばならない。 

 ※カート国際ドライバーライセンス所持者は、ＪＡＦ国内競技規則細則・ＪＡＦ

スポーツ資格登録規定に従い、次の通り自動車競技運転者許可証の資格を申

請できる。 

 カート国際Ｃセニアライセンスの所持者は、同一年または翌年の競技運転

者許可証国内Ａ以下の許可証を申請できる。 

 

 

 

２．～３．（略） 

 

第８条 年令制限の解除による更新 

 １．（略） 

 ２．国際Ｃジュニアから国際Ｃリストリクティッドへは、当該年に 14 歳の誕生

日を迎える場合、１月以降に発給することができる。 

なお、国際Ｃジュニアドライバーライセンスは 14 歳に達した年の年末まで

有効である。 

 ３．国際Ｃリストリクティッド（または国際Ｃジュニア）からカート国際Ｃセニ

アへは、当該年に 15 歳の誕生日を迎える場合、１月以降に発給することがで

きる。 

   なお、国際Ｃリストリクティッドドライバーライセンスは 15 歳に達した年

の年末まで有効である。 

 ４．更新申請は所定の書式により行なう。 

 

第９条 カートドライバーライセンスの上級申請 

  カートドライバーライセンスの上級申請は、次の条件を満たした者でなけれ

ばならない。 
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 １．（略）  

  １）～２）（略） 

２．カート国内Ａ（またはジュニアＡ）から国際 Eへの申請： 

  １）カート国内Ａ（またはジュニアＡ）ライセンス取得後、申請前 24ヶ月以

内に格式制限付の競技会に５回以上出場した者。または、格式準国内の競技

会に２回以上もしくは、全日本選手権の競技会に１回以上出場した者。なお

格式制限付と準国内を組合せる場合は合計で３回以上とする。 

  ２）カート国内Ａ（またはジュニアＡ）ライセンス所持者で、国際 E ライセ

ンス講習会を受講し合格した者。 

   ※（略） 

  ３）（略） 

３．ジュニアＡから国際G（または国際 F）への申請： 

 

   ＣＩＫ−ＦＩＡ国際カート規則「国際カートドライバーライセンスおよび

ドライブ行為の規律」に従うものとし、以下の通りとする。 

  １）ジュニアＡライセンス取得後、申請前 24 ヶ月以内に格式制限付の競技会

に５回以上出場した者。または、格式準国内の競技会に２回以上もしくは、

ジュニア選手権の競技会に１回以上出場した者。なお格式制限付と準国内

を組合せる場合は合計で３回以上とする。 

  ２）ジュニアＡライセンス所持者で、国際 E（国際 F／国際G）ライセンス講

習会を受講し合格した者。 

 ※（略） 

  ３）（略） 

 ４．国際Ｂライセンスの取得について： 

   ＣＩＫ−ＦＩＡ国際カート規則「国際カートドライバーライセンスおよび

ドライブ行為の規律」に従うものとする。 

 １．（略）  

１）～２）（略） 

 ２．カート国内Ａ（またはジュニアＡ）からカート国際Ｃセニアへの申請： 

  １）カート国内Ａ（またはジュニアＡ）ライセンス取得後、申請前24ヶ月以

内に格式制限付の競技会に５回以上出場した者。または、格式準国内の競

技会に２回以上もしくは、全日本選手権の競技会に１回以上出場した者。

なお格式制限付と準国内を組合せる場合は合計で３回以上とする。 

  ２）カート国内Ａ（またはジュニアＡ）ライセンス所持者で、カート国際Ｃセ

ニアライセンス講習会を受講し合格した者。 

   ※（略） 

  ３）（略） 

３．ジュニアＡから国際Ｃジュニア（または国際Ｃリストリクティッド）への申

請： 

   ＣＩＫ−ＦＩＡ国際カート規則「国際カートドライバーライセンスおよび

ドライブ行為の規律」に従うものとし、以下の通りとする。 

  １）ジュニアＡライセンス取得後、申請前 24 ヶ月以内に格式制限付の競技会

に５回以上出場した者。または、格式準国内の競技会に２回以上もしくは、

ジュニア選手権の競技会に１回以上出場した者。なお格式制限付と準国内

を組合せる場合は合計で３回以上とする。 

  ２）ジュニアＡライセンス所持者で、カート国際Ｃセニア（国際Ｃリストリク

ティッド／国際Ｃジュニア）ライセンス講習会を受講し合格した者。 

 ※（略） 

  ３）（略） 

 ４．カート国際Ｂライセンスの取得について： 

ＣＩＫ−ＦＩＡ国際カート規則「国際カートドライバーライセンスおよび

ドライブ行為の規律」に従うものとする。 



5 

 

   ただし、国際カート規則「国際カートドライバーライセンスおよびドライブ

行為の規律」の条件を満たさない者でも、カート国際Ｃセニア（または国際Ｃ

リストリクティッドまたは国際Ｃジュニア）ライセンス所持者で、以下を満た

した者はカート国際Ｂライセンスを取得することができる。 

  １）国際 Eライセンス講習会を受講し合格した者。 

  ２）公認クラブ代表者の推薦を受け、ＪＡＦで審査を受け承認された者。 

 ５．カート国際A ライセンスの取得について： 

   ＣＩＫ−ＦＩＡ国際カート規則「国際カートドライバーライセンスおよび

ドライブ行為の規律」に従うものとする。 

４．国際ドライバーライセンスの上級申請を行う者は、ライセンスの種別ご

とに定められている、ＦＩＡ e ラーニングによる安全講習を受けなけれ

ばならない。 

５．（略）  

 

第 10 条～第 11 条（略）  

 

 

第 12 条 カートドライバーライセンス講習会 

  ＪＡＦ、準加盟／加盟／公認カートクラブ、加盟／公認カートコース団体およ

びＪＡＦの認めた者は、カートドライバーライセンス取得希望者のために講習

会を開催することができる。講習会の主催者は講習の終了後、適格者に対しカー

トドライバーライセンスの発給の申請を代行することができる。 

  カートドライバーライセンス講習会に関する規定は、「カートドライバーライ

センス講習会規定」に定める。 

 

ＣＩＫ−ＦＩＡ国際カート規則「国際カートドライバーライセンスおよびドライ

   ただし、国際カート規則「国際カートドライバーライセンスおよびドライブ

行為の規律」の条件を満たさない者でも、カート国際Ｃセニア（または国際Ｃ

リストリクティッドまたは国際Ｃジュニア）ライセンス所持者で、以下を満た

した者はカート国際Ｂライセンスを取得することができる。 

  １）カート国際Ｂライセンス講習会を受講し合格した者。 

  ２）公認クラブ代表者の推薦を受け、ＪＡＦで審査を受け承認された者。 

 ５．カート国際Ａライセンスの取得について： 

   ＣＩＫ−ＦＩＡ国際カート規則「国際カートドライバーライセンスおよび

ドライブ行為の規律」に従うものとする。 

 ６．（略）  

 

 

 

 

第 10 条～第 11 条（略）  

 

 

第 12 条 カートドライバーライセンス講習会 

  ＪＡＦ、準加盟／加盟／公認カートクラブ、加盟／公認カートコース団体およ

びＪＡＦの認めた者は、カートドライバーライセンス取得希望者のために講習

会を開催することができる。講習会の主催者は講習の終了後、適格者に対しカー

トドライバーライセンスの発給の申請を代行することができる。 

  カートドライバーライセンス講習会に関する規定は、「カートドライバーライ

センス講習会規定」に定める。 

 

ＣＩＫ−ＦＩＡ国際カート規則「国際カートドライバーライセンスおよびドライ
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ブ行為の規律」の補足事項 

 

１．カート国際Ａ、Ｂドライバーライセンスの更新の条件 

 １）国際Ａ： ライセンス取得後３年の間にＣＩＫ選手権・トロフィー・カップ

で６位以内に入賞、もしくは５年以内にＣＩＫ選手権・トロフィ

ー・カップに最低１回参加したことがある場合。以上の条件を満

たさないドライバーは国際Ａの資格を失うが下位等級のライセ

ンスを取得できる。 

１．国際 E：以下の何れかの条件を満たすこと。 

１）ライセンス取得後２年の間に該当するカテゴリーの国際競技に１回以上

参加。 

２）国際Ｅ上級の条件を満たしていること。（第２条 2.1）および 3.1）参照） 

 

 

この場合、以前に上級もしくは更新の際に確認した過去 24 ヶ月の実績も

認める。 

２ ．国際 Eライセンスの更新のために必要となる競技会出場実績の提出につい

ては、申請者が用意しなければならない。 

３．（略） 

 

第 13 条（略） 

 

第 3 章～第 4 章（略） 

 

ブ行為の規律」の補足事項 

 

１．カート国際Ａ、Ｂドライバーライセンスの更新の条件 

  １）国際Ａ： ライセンス取得後３年の間にＣＩＫ選手権・トロフィー・カッ

プで６位以内に入賞、もしくは５年以内にＣＩＫ選手権・トロフ

ィー・カップに最低１回参加したことがある場合。以上の条件を

満たさないドライバーは国際Ａの資格を失うが下位等級のライ

センスを取得できる。 

  ２）国際Ｂ：以下の何れかの条件を満たすこと。 

（１）ライセンス取得後２年の間に該当するカテゴリーの国際競技に１回以

上参加。 

（２） 国際Ｂ上級の条件を満たしていること。（申請前 24 ヶ月以内に全日本

選手権および／または国際競技において上位 10 位以内に少なくとも３

回入賞。） 

この場合、以前に上級もしくは更新の際に確認した過去 24 ヶ月の実

績も認める。 

２ ．カート国際Ａ、Ｂドライバーライセンスの更新のために必要となる競技会

出場実績の提出については、申請者が用意しなければならない。 

３．（略） 

 

第 13 条（略） 

 

第 3 章～第 4 章（略） 

 

 


